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令和 6年 5月 20日

長浜市議会議長 中川 勇 様

屈長浜市議会議員 矢守 昭男

私が出席した次の会派視察の結果について報告します。

1.視察等名  新 しい風 会派視察研修

2.視察期間  令和 6年 5月 14日 (火)～ 5月 15日 (水 )

3.視察場所及び目的

① 内閣府 地方創生推進事業局,a地方創生推進室

。デジタル田園都市国家構想について

。近年の地方創生の動きについて

② 総務省 自治税務局市町村税課

・ふるさと納税制度の活用について

③ 文部科学省
・農業特区と国行政法人農業高等専門学校創設に向けた説明及

び意見交換会について
。農業特区と国行政法人農業高等専門学校創設に向けた‖英願書

の提出

④ 神奈川県横浜市中区本町 横浜市役所

・横浜みなと赤十字病院の指定管理制度導入に向けた取組や支

援策の事例について              ´

⑤ 神奈川県横浜市中区新山下 横浜みなと赤十字病院

。日本赤十字社の設立と組織体制について

。指定管理制度導入後の進捗状況について

・医療従事者の働く現場見学と医療状況等の説明を受けると

記

長 浜 市 議 会
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4.調査内容感想等

・視察の目的

① ・デジタル田園都市国家について

構想テレワークの普及や地方移住定住に関の高まりなど、社会情勢の変

化に応じる為の、デジタルの力の活 務うして地方俗U生を加速化す ることを

目指す目的を参考にするため。

近年の地方創生の きについて、地方i倉U生拠点整備 タイプ 。地方捨II生推准

タイプ(井駆型・構展開型・ S 0)の 対象絡書・採択事例等をか考に

しての今後の長浜市での交付 の活 用 に向 け 口支糸Rにつ いて

② ふるさと納税 の更なる有効活 用 こ向 けた取 り組みについて

長浜市内の個人・企業へのふ さ≧納税の利用促進 について

③ 農業特区を基にした、長浜市内に国行政法人農業高等専門学校創設に向け

た説明を行い致しまして、ご理解を頂く為に担当者との意見交換会、嘆願

書提出者から趣旨説明により担当者へ長浜市内に国行政法人農業高等学

校専門創設 と必要性の 力得 る ことが目的です ^

④ 横浜市役所職員による横浜みなと赤十宇病院の指定管理者制度に向けて

の横浜市の取組事例をお聞きして長 市の病院の役割、病院再編方針等の

参有 と しK。

⑤ 日本赤十宇社の設立と組織から指定管理者制度の組織体制や健全運営で

の 郡 修 芹呼 l十 て今 終 岳温市 歯1,十 口章糸日を参 考 し ´ しヽカの の 整 た

思います。

医療従事者 の医療現場での環境状況について 耳J学を涌 じて参考 としたい

と思います。

長 浜 市 議 会
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5.視察内容

① ・デジタァレ田園都市国家について

R5年 4月 内 ・地 j二覚別のテ レワーク実施率に変イ佐平、准み地方移作ヘ

の関心理由によると、人 口密度が低 く 然豊かな環境の魅力を感 じたためが 3

3,1%やテレワークによつて地方でも同様に働けると感じたためが22,6%

との調査結果を受けて長浜市の山間地域等の空き家を活用して地方移住定住に

向けた取組 として、懸念 され る仕事の 入事蔵′Jノ` し′だい よ うにす る為の市のサポ

― 卜体制や 首轄

`圏

の企業への企業転出 iこつ ぃて具体的な計画での地方への長浜

市の山間地域の関心を深め空き家の有 用の取組、実施計画や近年 の地方捨U

生の動きとして、デジ田交付金の募集のスケジュールやデジタル実装 タイプで

の対象経費・採択事例をお聞きしました。

視察研修の結果を本市にどのように反映 させるか

教育での遠隔合同授業、長浜市の中山間地域の小規模学校の支援体制の拡充

や空き家の活用に向けた参考に る有青義な研修 ≧な りま した∩

② ふるさと納税の更なる有効活用に向けた取組について

ふ るさと納税制度の趣 旨として、ふるぷ>やお世話 なった地方団体 に感 謝に

1ノ 芳ヽ ぐ 1クて庶樗 す る気 持 ウぅ矛伝 え 又 のイ市 深ヽ 券 白 兆 音 Rで 決 め るし の >

を可能 とするとされ、ふるさと納税のうち、2.000円 を超える部分については、

一定の上限まで、原則 と して所得税 B住 か ら全額欅除を受けられ るが、長浜

市内での、ふるさと納税制度の活用がまだまだ広が りが進んでお りません∩

また平成 27年度か らフンス トップ が摘用 され る場合では受入額及び受入

件数の推移 も上昇 とな り、個人、団体は 5団体以内のふるさと納税が行われな

ど充実 した納税制度 となってお りますぉ

また制度の健全な発展を図る必要、返礼品競争の過熱での対応策として令和

元年 6月 1日 施行でふ るさと納税の >オFる地方団体 狩総務 大臣が指名 し、

長 浜 市 議 会
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指庁狩琴 とすれい地方団体への寄附冷・ヽ ネ る ぷ >納締 対象外 オFり ますハの と

然 数 キ ビ L トス歯 セ
=准

 =潅 rfヽ童 在 下 童 潅 r坐‖眸 憩脩彎 ir込
つ

サヶ童 権 の ■ 雄

経費総額 5割以下)基準②返礼割合 3割以下基準 基準③地場産品基準 基準

④指定日前 1年 ⑤基準適合等基準(R5年 4月 1日施行)な ど各地方団体は、指

定を受 けている期間を通 じて各基準に 合 し を行 う必要があ り、指定取

り消しや申請出来ない団体 どあった とお き しますぉ

今回の研修視察の結果を本市にどのように反映 させるか

長浜市としてふるさと納税の寄附金の増加に向けて取組事例を参考にして個

人、企業団体に対して 1件でも多く、ふるさと納税の利用促進する為、議会と行

政が連携強化を測り進めてまいります。

③ 農業特区の参考資料にして国行政法人農業高等学校専門創設に向けて、

今の農業分野の課題として後継者不足、農業従事者の将来を担 えるであろ う 50

代以下の就労人口は全体の20%と人材不足となつております。長浜市内に同

じよ うに担い手不足は深亥Jな問題です n そ こ で 辛ゝ魯業 の ICT化、スマー ト塵業

であり、令和 5年 6月 には、第4回食料安定供給・農林水産業基盤強化本部会釜

において、人口減少化における生産水準の維持と、生産性の高い食料供給体制に

ついて先進事例をお聞きしました6

視察研修の結果を本市にどのように反映させるか

長浜市内に多くの農業従事者、組合等がございます、そこでスマー ト農業の先進

え ボ技術 を活用 し、現在長浜市内に自 システムの 田植 縄やロ ッ トトラク

ター、リモ コン草刈 り機、大型 ドロー ンでのlR料等 狩空中散為
~す

るオFど 自動揮転

技術により作業の軽減、収穫時期のセンサー管理、そこで長浜市で 2か所ある

ドローンなど活用できる人工衛星のアンテナ設置が急務 とな ります。

^″・ ―― ' 一… ヽ ヽ ,・ “1,ヽ ヽ… …,或
に根付いた農業支援策と今 後 の 長 狭 巾で の 農 栗 ス ダイ ル を 品稜 生 か ら写 び 地 J

長 浜 市 議 会
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して国立農 等学校専門の増u設に向け力lI及糸Rイこついて准才Fべきか >R 司

―

^い ま

そこでこれ らの誤題角ガ牛決策 として国、 県市町 ≧の藻機強化 が必要です n

④ 横浜市役所の職 昌止 り指庁管チ甲者制度導 入に向けた 、誤畢質、取組 につ

い て

横浜みなと赤十字病院の指定管理者制度に向けて横浜市の取組事例をお聞きし

て長浜市で抱えてしヽる病院再編について、当時、直営経営時は年間 60億 円が今

策同AZ室 マ` 3寺 91椿 負 五∩∩下 区]> の 指 難 で 臣 闇 孟 評 容 、テfヽ ガ催 仝 継 営 歩 六し

れ、更にランニングコス ト40億 円が 20 構 6千万円で全てを実行予算 として

30年間、指定管理料 を同 じ金額(6億 )で律全渾営 猪行い成功 されています 6

病院職員が勤務する方々へ 10回の説明会、行い理解を頂き、看護師職員の退職

金割増なし、退職者は,■_名 とドクターが反武蝋で全員退職されたとお聞きしま

した。

議会に対 してはモニ タ リングを繕文底的 行 議ヽ 会 の 替 同 狩得 るまで時間を要 しセ

たが、民営化に向けて条例改正議決、新たな病院名や建物の大規模改修は横浜市

が行い、医療従事者の必要に応じて計画的に医療器具の購入をして頂き、借入金

の利子 を横浜市役所が負担す るな ど、シンプル なスキムで運営をされていま し

た。

視察研修の結果を本市にどのように反映させるか

横浜市役所のように指定管理制.度導入により市財政状況、負担軽減、担当者か

ら長浜市にとって参考になるネR察石罪修 とオFり ま した^^

⑥ 日木赤十字社の設立か ら指定管理者制度 の組織体制や健全運営 につい

て

設立 明治 10年 2月 に発生 した西南 をきっかけに、敵味方の区別な く戦

時の負傷者 を救諮す る組織 を同年 5月 1日 に博 番ネ十力 1プ て設

に日本赤十学社に改称となります。

長 浜 市 議 会

立 して明治 20年
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組織  日 赤十掌ネ十法 1こ 止 り され 鰍 可 湊 人 1会 昌は毎年 2` 円以上た

の会費を納入する人及び法人で組織体制がもたれています。

組織  日木赤十字社 の行 9事業及び流設について

看護師等の養生。社会福祉事業・血液事業などを世界及び日本全国各地で健全運

営をされていますn

1962年 横浜市立港湾病院の公設民営化

背景 1962年 横浜市の開港百周年記念事業に一環として「横浜市立港湾病院」

開設されました。

また 1994年施設の老朽化、狭隆化にため時代に即した医療機能に充実が困難と

なったため、300床から 634床へ増床をはかり、充実した医療機能を持つ病院
へ と 事業に着手 されま した。

2002 年(平成 14年)か ら市立病院あ り方検討黍 昌会 務′開催 して 、最終容 申

「政策的に必要な医療機能」を担う病院は公設公営である必要はなく、民間でも

な場合は「公設民営 |への亦r狩検討するハ

横浜市みなと赤十字病院は 2005年 4月 1 日とこ開院 とな りま した、公設民営

(指定管理)方式で開設者は横浜市長、運営は赤十字病院 病床数 634床 となり

指定管理制度として①指定管理者による管理に関する基本協定②指定管理業務

基準書③指定管理者による管理に関する年度協定④政策的医療交付金交付要綱

こよ が行 われり てい る医療従事者 の を確認 させ て きますぉ

今 回の視 の結果を にどのように反 させるか

4つ の

等 での前 きな姿勢を取りなが ら市民サ― ビスの充実 と医療再編 を 再 建

に向けて進めて参ります。

各 閣標 者 加ゝッ主 iタ ては、お〕l+1ッ の号 入狩 あ りが カV 中ヽ

した。

こ皆様 に お カ

長 浜 市 議 会

うごぎい


